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Ⅱ 流域下水道事業 

 

流域下水道事業は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の

水質の保全に資するため、大束川処理区及び金倉川処理区の２処理区からなる中讃流域下水道を設

置しており、中讃地区３市５町の流域関連公共下水道から汚水を受け入れ、県内２か所の浄化セン

ターにおいて汚水処理を行っています。 

今回は、令和７年10月１日から令和８年３月 31日までの間（以下「令和７年度下半期」という。）

における流域下水道事業の概況、予算、経理の状況及び令和８年度の予算の概要などについてお知

らせします。 

 

１ 事業の概況 
 

 令和７年度下半期における流域関連公共下水道からの流入汚水量は、5,148,317㎥（日量28,287

㎥）で、前年度同期の流入汚水量 5,185,646㎥（日量28,493㎥）に比べ、37,329㎥（日量206

㎥）、0.7％の減となっています。 

 なお、各処理区の月別流入汚水量の比較は第１表のとおりです。 

 

第１表 令和７年度・令和６年度下半期流入汚水量 

 

 

 

 

 

  

(単位：ｍ3、％)

大 束 川 処 理 区 524,010 508,264 514,826 499,379 455,158 516,271 3,017,908

金 倉 川 処 理 区 372,412 359,794 364,586 352,323 317,368 363,926 2,130,409

計 896,422 868,058 879,412 851,702 772,526 880,197 5,148,317

大 束 川 処 理 区 522,280 512,949 517,536 501,728 461,491 512,283 3,028,267

金 倉 川 処 理 区 378,235 373,456 367,546 354,391 321,853 361,898 2,157,379

計 900,515 886,405 885,082 856,119 783,344 874,181 5,185,646

大 束 川 処 理 区 1,730 △ 4,685 △ 2,710 △ 2,349 △ 6,333 3,988 △ 10,359

金 倉 川 処 理 区 △ 5,823 △ 13,662 △ 2,960 △ 2,068 △ 4,485 2,028 △ 26,970

計 △ 4,093 △ 18,347 △ 5,670 △ 4,417 △ 10,818 6,016 △ 37,329

増 減 率 △ 0.5 △ 2.1 △ 0.6 △ 0.5 △ 1.4 0.7 △ 0.7
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２ 経理の状況 

 

 令和７年度における収入及び支出の状況は第２表のとおりです。 

 

第２表 令和７年度流域下水道事業会計経理状況 

 

 

 

 

 

  

（1）　収益的収入及び支出 （単位：千円、％）

区分
比　率
D ／ C

2,223,563 － 2,223,563 2,223,719 100.1

営 業 収 益 1,127,833 － 1,127,833 1,127,827 99.9

営 業 外 収 益 1,095,730 － 1,095,730 1,095,892 100.1

特 別 利 益 0 － 0 0 －

2,205,910 － 2,205,910 2,154,214 97.7

営 業 費 用 2,156,649 － 2,156,649 2,116,554 98.1

営 業 外 費 用 49,261 － 49,261 37,660 76.4

特 別 損 失 0 － 0 0 －

（2）　資本的収入及び支出 （単位：千円、％）

区分
比　率
D ／ C

880,389 661,627 1,542,016 762,350 49.4

企 業 債 199,900 137,400 337,300 153,200 45.4

国 庫 補 助 金 452,788 385,458 838,246 406,278 48.5

建 設 負 担 金 214,756 138,769 353,525 189,930 53.7

他 会 計 補 助 金 12,945 0 12,945 12,942 99.9

1,095,547 709,336 1,804,883 980,031 54.3

建 設 改 良 費 880,809 709,336 1,590,145 765,295 48.1

固 定 資 産 購 入 費 461 0 461 460 99.8

企 業 債 償 還 金 214,277 0 214,277 214,276 99.9
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３ 令和８年度当初予算の概要 

 

 令和８年度における収益的収入及び支出の予算額は、事業収益 23億2,279万円に対し、事業費

用22億9,855万円であり、収益的収支は 2,424万円の黒字となっています。 

 次に、資本的収入及び支出については、支出 17億7,985万円を予定しており、建設改良事業と

して15億4,620万円をもって浄化センター設備改築工事等を行うこととしています。 

 予算の概要は、第３表のとおりです。 

 

第３表 令和８年度流域下水道事業会計予算 

 

 

 

 

  

（1）　収益的収入及び支出 （単位：千円、％）

区分
令 和 ８ 年 度
当 初 予 算 額

Ａ

令 和 ７ 年 度
当 初 予 算 額

Ｂ

増 減 額
（ Ａ － Ｂ ）

Ｃ

増 減 率
Ｃ ／ Ｂ

2,322,795 2,312,518 10,277 0.4

営 業 収 益 1,187,525 1,175,673 11,852 1.0

営 業 外 収 益 1,135,270 1,136,845 △ 1,575 △ 0.1

特 別 利 益 0 0 0 0.0

2,298,553 2,298,480 73 0.0

営 業 費 用 2,253,456 2,257,535 △ 4,079 △ 0.2

営 業 外 費 用 45,097 40,945 4,152 10.1

特 別 損 失 0 0 0 0.0

（2）資本的収入及び支出 （単位：千円、％）

区分
令 和 ８ 年 度
当 初 予 算 額

Ａ

令 和 ７ 年 度
当 初 予 算 額

Ｂ

増 減 額
（ Ａ － Ｂ ）

Ｃ

増 減 率
Ｃ ／ Ｂ

1,546,096 1,481,692 64,404 4.3

企 業 債 389,200 358,200 31,000 8.7

国 庫 補 助 金 720,861 735,500 △ 14,639 △ 2.0

建 設 負 担 金 414,085 374,572 39,513 10.5

他 会 計 補 助 金 21,950 13,420 8,530 63.6

1,779,852 1,698,126 81,726 4.8

建 設 改 良 費 1,546,200 1,481,800 64,400 4.3

固 定 資 産 購 入 費 2,363 905 1,458 161.1

企 業 債 償 還 金 231,289 215,421 15,868 7.4
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４ 事業の経営方針について 

 

 流域下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う流入汚水量の減少や、設備の老朽化に伴

う更新需要の増大等により、今後、厳しさを増すことが予想されています。こうした中で、引き続

き安定したサービスを提供していくためには、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、

徹底した効率化や経営健全化を行う必要があります。 

 そこで、流域下水道事業では、経営状況や資産等を正確に把握するため、令和２年４月から地方

公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しています。 

 また、中長期的な視点から経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むため、「経営戦

略」について令和７年３月に改定し、計画期間を令和６年度から 15年度までの 10年間にするなど

変更を行いました。 

 

経営戦略の基本方針 

（1） 安定したサービスと環境保全 

 施設の適切な整備・管理と放流水の水質管理などによって、安定した水処理機能の確保と生物多

様性などにも配慮した、美しく豊かな水環境の創出に取り組みます。 

（2） 安全・安心の確保 

 災害に強い施設整備を進めるとともに、関係団体との連携強化やデジタル技術の活用などによっ

て、下水道の利用に対する安全と安心を確保します。 

（3） 経営の健全性向上 

 物価変動の影響を緩和する手段としてＧＸの推進や、汚水処理事業の共同化などで執行体制を強

化し、官民連携事業の検討を含め、経営の健全性を高めます。 

（4） 資産活用による社会貢献 

 下水処理場の敷地や事業活動を脱炭素化や資源循環につなげるとともに、地域の公共的な空間と

して利活用するなど、社会的要請に応じた事業価値の最大化を図ります。 

 

 

 

 
 

 

  


